
<対象者 >
　令和 7 年分の確定申告をする方で、収入が給与や年金の方
<持ち物 >
　⑴マイナンバーカード読み取り対応スマートフォン
　⑵マイナンバーカード
　⑶マイナンバーカードを取得した際に設定したパスワード
　⑷申告に必要な書類（源泉徴収票、生命保険料等の支払証明書など）

講習会では次のことを行います。
１．持参いただいたスマホを使って、申告書の作成方法などの講習を
　　30 分程度行います。
２．講習終了後は、持参いただいた源泉徴収票などの情報を基に実際
　　にご自身の確定申告書を作成いただき送信（提出）まで行います。

◎問い合わせ先　総務課　税務係　☎82－3111（内線 141・143）　直通 75－6206
　　　　　　　　　　　　　　  上田税務署　☎22－1234

① 午前 10 時～正午

② 午後１時 30 分～３時 30 分
１月 29 日（木）

役場 講堂
（３階）

各回 40 名 １月 14 日（水）
総務課 税務係
☎75－6206

開催日 開催時間 場所 定員 予約締切 予約申込み先

　町内事業所に 30 年続けて勤務し、当町の産業と企業の発展にご尽力いただいた 19 社、54 名の方に、その
功績と感謝の意を表して「永年勤続表彰」を行いました。
（写真左）株式会社ケーエムケー（写真右）株式会社桜井製作所

　町内事業所に 30 年続けて勤務し、当町の産業と企業の発展にご尽力いただいた 16 社、54 名の方に、その
功績と感謝の意を表して「永年勤続者表彰」を行いました。
（写真左）株式会社ケーエムケー（写真右）株式会社桜井製作所

を開催しますを開催します
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